
平成２８年度 包括外部監査結果の概要

3 監査テーマ及び監査対象部局

4 監査の着眼点

①地方公共団体の監査機能の専門性を強化するため、地方自治法に基づき、公認会計士等一定の資格を有する外部の専門家と契約して行う監査。
②監査対象となる県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理のうち、「地域住民の福祉の増進と地方公共団体の効率性」や「地方公共団体

の組織・運営の合理化と規模の適正化」を達成するために、外部監査人が必要と認める特定のテーマについて年１回以上行う。

① 監査テーマ ：健康・医療・高齢者福祉行政に係る事業について
② 監査対象部局：福祉保健部、病院局

①健康・医療・高齢者福祉を取り巻く諸課題や社会保障費の将来負担の増加は適切に把握
され、有効と思われる改善策・抑制策が検討されているか。

②病院事業において、病院間、施設間、行政機関等との役割分担や連携が図られている
か。
③病院事業においては、経営改善のための取組は十分に行われているか。

設備投資を含めた将来計画は妥当な水準にあるか。等

5 外部監査の結果及び意見

１ 包括外部監査とは

○主な監査の結果
①貸付事務に関する不備(2件) ：借用証書の記載不備等
②補助事業に関する不備(1件) ：完了確認検査調書の不備
③協議会開催に関する不備(1件) ：協議会を未開催
④目標達成状況の公表(1件) ：実績を非公表
⑤内部監査の不備(2件)       ：内部監査未実施、監査責任者未指定
⑥医師の機種指定の排除(2件) ：大多数の購入機器で機種を指定
⑦固定資産の現物管理(2件)  ：現物照合未実施、台帳登録の不備

参考： 監査 結果   意見 
①「監査の結果」

不適切   改善措置等 求    事項で、地方自治法上、
その措置状況の公表等が必要なもの。

② 意見 
監査の結果とは異   組織及び運営 合理化 観点  改

善が望まれる事項として提出された、監査人 一  見識   
べきもの  法的  長 議会  の関係機関に対し応答義務
等 拘束力 有      

※本県では監査の結果に添えられて提出   監査人  意見 
 尊重   監査 結果  同様 意見      対応するとと
もに、対応状況の報告 公表等 行       県民  説明
責任を果たしてきている。

２ 包括外部監査人

公認会計士 小川 芳嗣 氏、補助者４名

○主な意見
①地域医療構想の位置づけと大分県の責任の明確化
②医療・介護スタッフの量的・質的確保
③地域医療構想を踏まえた大分県立病院の役割の明確化
④公立病院間における再編・ネットワーク化
⑤大分県立病院の経営の効率化(経営指標と医療機能等指標)
⑥病院事業における一般会計負担のあり方

【監査の結果：49件、意見：18件】
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病院事業における一般会計負担のあり方について

２．経営改善に向けたこれまでの取組
（１）急性期医療への重点化による収益の確保（病診連携の推進による新規患者の獲得等）
（２）業務内容や契約の見直しなどによる費用の削減（後発医薬品の利用拡大等）
（３）職員の意識改革・業務改善の推進（稼働目標の設定などによる経営意識の醸成等）

３．一般会計負担金とは

一般会計負担金については、法のもとに国の基準に基づいて、過度に負担金に頼らない自律的な病院運営を目指し、協議のうえ、
額の算出方法を定めている。

これまで一般会計負担金を減らしながらも、黒字経営を継続し、一定の成果をあげていることから、今後も現状をベースとする
が、平成32年度開設予定の精神医療センター（仮称）分については、運営体制等を踏まえ、負担のあり方を協議していきたい。

単年度収支の推移

５．県立病院の役割を踏まえた一般会計負担のあり方について
（１）政策医療（救急医療の確保に要する経費、感染症医療に要する経費等）
（２）高度医療（がん診療に要する経費、建設改良に要する経費等）
（３）その他（医師及び看護師等の研究研修に要する経費等）
【新たな課題】県立精神科「精神医療センター（仮称）」の設置

４．包括外部監査の意見
大分県立病院が地域医療の確保のため果たすべき役割を踏まえて、一般会計負担の

あり方を議論する必要がある。

地方公営企業は企業性の発揮と公共の福祉の増進を基本原則に、経営に要する経費は
経営に伴う収入（料金）をもって充てる独立採算制が原則。

しかしながら、地方公営企業法上、

① その性質上企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
（例：救急医療の確保に要する経費）

② その公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみを
もって充てることが客観的に困難であると認められる経費
（例：がん診療など高度または特殊医療経費）

等については、負担金等の方法により一般会計等が負担するものとされている。
なお、この経費負担区分ルールについては毎年度「繰出基準」として総務省より各

地方公共団体に通知されている。

百万円

一般会計負担金の推移（病院事業）

累積赤字の解消の推移
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１．県立病院の役割
県立病院は県民医療の基幹病院として、がん・救急・周産期・小児医療などの高度・

専門医療及び感染症・災害医療などの政策医療を提供する。
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県立病院精神医療センター(仮称)の整備について

○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第１９条の７で設置が義務づけ

られている県立精神科病院が未設置である（全国に３県）。

○ 夜間・休日における、自傷他害のおそれがある場合の措置入院については、

県下２０の民間精神科病院による輪番制で対応しているが、家族等の同意が

必要な医療保護入院への対応については体制が確保できていない。

○ 身体合併症を有する精神疾患患者については、大分大学医学部附属病院に

委託し、２４時間３６５日の受入体制を確保しているが、一般病床での対応にとど

まる。

○ 県立精神科基本構想検討委員会（H27.10月設置）が 「県立精神科基本構想」

を整理し、平成２８年３月末に提出。

精神科救急医療の現状・課題

県立精神科基本構想

１ 自傷・他害のおそれがある場合の措置入院については、県下２０の民間

精神科病院による輪番制での対応を継続する。

２ 県立精神科病院からの転院先については、かかりつけ病院がある場合は、

当該病院への転院を原則とする。

３ 身体症状が安定し、民間精神科病院で対応可能な患者については、速

やかに民間精神科病院に転院を行う。

４ 身体合併症の患者については、疾病やその症状に応じて、総合病院であ

る大分大学医学部、別府医療センターと連携を図りながら対応を行う。

・ 県立精神科病院は、精神科救急の基幹的病院として位置づけ、夜間・休

日を中心とした２４時間体制を確保する。

・ 県は、精神科救急医療体制の充実及び円滑な運用に向け、民間精神科

病院等との具体的な役割分担を明確にするとともに連携体制を構築する。

県立精神科病院等の役割

平成２８年５月２３日（知事定例記者会見）

県立精神科基本構想に沿って、設置の準備を進める旨を表明。

施設の概要等

精神科救急治療 保護室、個室、多床室

身体合併症治療 ＨＣＵ、個室

建設場所

規模

建設費等

医師 ５名以上（内、精神保健指定医３名以上）

看護師 ２４名以上

精神保健福祉士 ２名以上

臨床心理士 必要数（１名）

その他（事務職等） 必要数

スケジュール

病棟機能

外来治療
院内要請、退院後フォロー、特殊薬剤・治療を必要と
する患者

感染症対策として陰圧室を設置

必要な設備機能を整備（酸素、吸引、ＣＴ等）

大分県立病院に併設

２階建　３６床　（延床面積　３，０００㎡程度）

平成２８年１１月～　  基本設計
平成２９年７月末～　 実施設計
平成３０年度　　 　　  着工
平成３２年度中　 　　 開設

入院期間は原則１ヶ月以内

２０数億円程度　（基本設計による概算）

人員体制

運営計画

精神科基本構想に基づき精神科救急や身体合併症治療を対象

病床の稼働については、医師の確保に応じて運営
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